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３．協議会規約の一部改正 

３－１ 協議会規約の一部改正 

（１）要旨 

○本市では平成２３年から、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律

第５９号）第６条第１項の規程にもとづき、地域公共交通計画の作成および実施に関し必

要な協議を行うことを目的とする法定協議会として、「青梅市公共交通協議会」を設置し

ています。 

○今後、「青梅市地域公共交通計画」にもとづく施策を円滑に進めるため、現行の協議会に

「地域公共交通会議」の機能を併設しようとするものです。 

○地域公共交通会議の機能を併設することにより、運行の形態、事業計画などの協議を経

て、新たな公共交通の導入に係る手続きの簡素化、弾力化が期待できます。 

○既存の青梅市公共交通協議会の委員に加え、運転者団体（労働組合等）の代表を追加し

ます。 

○なお、本規約に直接記載はありませんが、令和６年度以降「(9) 国土交通省関東運輸局

東京運輸支局長が指名する者」として、同首席運輸企画専門官（輸送担当）を追加します。 
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（２）新旧対照表 

青梅市公共交通協議会規約（改正案） 

改正後 現行 

第３条 協議会は～中略～目的とする。 

また、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に

基づき、地域における需要に応じた住民の生

活に必要なバス等旅客輸送の確保その他旅客

の利便増進を図り、地域の実状に即した輸送

サービスの実現に必要となる事項を協議する

ための機能も具備する。 

第３条 協議会は～中略～目的とする。 

 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するた

め、次の業務を行う。 

(1)～(4) 略 

(5) 地域の実状に応じた適切な乗合旅客輸

送の態様等に関すること。 

(6) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客

から収受する対価に関すること。 

(7) 前６号に掲げるもののほか、協議会の目

的を達成するために必要なこと。 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するた

め、次の業務を行う。 

(1)～(4) 略 

(5) 前４号に掲げるもののほか、協議会の目

的を達成するために必要なこと。 

第７条 協議会の委員は、次に掲げる者とす

る。 

(1)～(9) 略 

(10) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自

動車の運転者が組織する団体の代表者が指

名する者 

(11) 学識経験者その他協議会が必要と認め

る者 

第７条 協議会の委員は、次に掲げる者とす

る。 

(1)～(9) 略 

(10) 学識経験者その他協議会が必要と認め

る者 

付 則 

この規約の一部改正は、令和６年３月２９日か

ら施行する。 
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３－２ 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃協議分科会の設置について 

（１）要旨 

○令和５年４月に改正された道路運送法の施行に伴い、令和５年１０月１日以降、運賃等の

協議を行うにあたり、道路運送法第９条第４項で規定する協議会において、協議を行う必

要があります。そのため、「青梅市公共交通協議会」の分科会として「運賃協議分科会」の

設置に係る規程等を整備します。 

 

  

出典：国土交通省資料 
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（２）規程（案） 

青梅市公共交通協議会協議運賃分科会設置規程（案） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号、以下「法」という。）

第９条第４項の規程に基づき、地域における住民の生活のための旅客の運送を確

保する必要がある路線もしくは営業区域（以下「路線等」という。）に係る運賃及

び料金（以下「運賃等」という。）についての協議およびその他調整を行うため、

青梅市公共交通協議会規約（以下「規約」という。）第１１条の規定に基づき、青

梅市公共交通協議会（以下「協議会」という。）の分科会として設置する組織及び

その運営に関し、協議会規約及び関係規程に定めるものの他必要な事項を定める

ものとする。 

（組織） 

第２条 本規程による分科会は、次条の協議事項の協議等を行うため設置することと

し、名称を協議運賃分科会（以下「運賃分科会」という。）とする。 

 （協議事項） 

第３条 運賃分科会は、次に掲げる事項の協議等を行うものとする。 

 (1) 一般旅客自動車運送事業者の運賃等に係る事項 

 (2) 運賃分科会の運営方法その他運賃分科会が必要と認める事項 

 （委員） 

第４条 運賃分科会の委員は、協議会規約第７条の規定に基づき、協議会会長からの

指名を受けた者により構成する。なお、第４号にあっては法第９条第４項第４号

の規定に基づき、青梅市長からの指名を併せて受けた者とする。 

 (1) 青梅市長が指名する者 

 (2) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者が指名

する者 

 (3) 国土交通省関東運輸局東京運輸支局長が指名する者 

 (4) 関係住民の意見を代表する者 

（会議） 

第５条 運賃分科会の会議は、協議会規約第９条の規定に準じるもののほか、会長が

必要と認める場合も実施できるものとする。ただし、会議は原則として公開しな

いこととして、運賃分科会が認めた場合は、公開することができる。 

 ２ 運賃分科会は、協議会会長が必要があると認めるときは、協議会規約第７条で

規定する学識経験者その他協議会が必要と認める者を対象として、運賃分科会に

出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

  



－5－ 

 

 

 

（協議結果の取扱い） 

第６条 運賃分科会において協議が調った事項については、その結果を青梅市公共交

通協議会に報告する。また、運賃分科会の構成員である委員はその結果を尊重し、

当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（事務局） 

第７条 運賃分科会の事務局は、協議会規約第１２条に準じることとする。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、運賃分科会の運営に関して必要な事項は、協

議会会長が定める。 

（附則） 

 この規程は、令和６年３月２９日から施行する。 
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